
 

 

 

 

 

 

福岡市一時預かり事業（一般型）関係法令 

 

 

 

 

１ 児童福祉法（抄） 

 

 

２ 児童福祉法施行規則（抄） 

 

 

３ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（抄） 



１ 児童福祉法（抄） 

第六条の三  

⑦ この法律で、一時預かり事業とは、次に掲げる者について、内閣府令で定めるところにより、

主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第

六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下

同じ。)その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な

保護を行う事業をいう。 

一 家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対す

る教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又

は幼児 

二 子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望まし

いと認められる乳児又は幼児 

 

第三十四条の十三 一時預かり事業を行う者は、その事業を実施するために必要なものとして内閣

府令で定める基準を遵守しなければならない。 



２ 児童福祉法施行規則（抄） 

第三章（略） 

第三十六条の三十五 法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる

場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 

一 保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(以下この号において「保育所等」という。)におい

て、主として保育所等に通っていない、又は在籍していない乳幼児に対して一時預かり事業を行

う場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。以下この号において「一般型一時預かり事業」

という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。 

イ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、一般型一時預かり事業の

対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)

を設けること。 

ロ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、一般型一時預かり

事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(特

区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある一般型一時預かり事業を行う場所にあ

つては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハに

おいて同じ。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研

修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士(当該一般型一時預かり事業

を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合にあつては、第一条の三十二

に規定する研修と同等以上の内容を有すると認められるものを修了した者を含む。ハにおいて同

じ。)であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。 

ハ ロに規定する職員は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員を一人

とすることができること。 

(1) 当該一般型一時預かり事業と保育所等とが一体的に運営されている場合であつて、当該一般型

一時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員

に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員

が保育士であるとき 

(2) 当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合

であつて、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育室



又は遊戯室において当該一般型一時預かり事業が実施され、かつ、当該一般型一時預かり事業を

行うに当たつて当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき 

ニ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。 

ホ 食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。次号ホにおいて同

じ。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有

する設備を備えること。 



３ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（抄） 

第三十二条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。 

一 乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調

理室及び便所を設けること。 

二 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。 

三 ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。 

四 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。 

五 満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近に

ある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。 

六 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場

の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。 

七 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。 

八 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、

次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当する

ものであること。 

イ 耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火

建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準

耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上に設ける建物にあ

つては、耐火建築物)であること。 

ロ 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごと

に、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

二階 常用 １ 屋内階段 

２ 屋外階段 

  避難用 １ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百

二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋

内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構

造は、建築物の一階から二階までの部分に限り、屋内と階段室



とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、

同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。) 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外

傾斜路又はこれに準ずる設備 

４ 屋外階段 

三階 常用 １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項

各号に規定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

  避難用 １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項

各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合に

おいては、当該階段の構造は、建築物の一階から三階までの部

分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連

絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号

を満たすものとする。) 

２ 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

又はこれに準ずる設備 

３ 屋外階段 

四階以上 常用 １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項

各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造

の屋外階段 

 避難用 １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項

各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合に

おいては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設

けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコ

ニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有

する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)



を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号

及び第十号を満たすものとする。) 

２ 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 

３ 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造

の屋外階段 

ハ ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からそ

の一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。 

ニ 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。)以

外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しく

は壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。

この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分

又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 

(1) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。 

(2) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部へ

の延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

ホ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 

ヘ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備

が設けられていること。 

ト 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。 

チ 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。 

第三十三条（略） 

２ 保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね

六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね十五人につき一人以上、満四歳

以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることは

できない。 

第三十五条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容

については、内閣総理大臣が定める指針に従う。 

 


